
  

 志賀原子力発電所
 使用済燃料の処分の方法に係る原子炉設置変更許可について

                                                                            平成28年11月2日
                                                                            北陸電力株式会社

　当社は、本日（11月２日）、志賀原子力発電所１号機及び２号機の「使用済燃料の

処分の方法」に係る原子炉設置変更（平成28年８月16日申請）について、原子力規制

委員会より許可をいただきましたので、お知らせします。

　当社は、８月16日、「使用済燃料の処分の方法」に係る原子炉設置変更許可を原子力

規制委員会に申請しました。　　　　　　　　　　（平成28年８月16日お知らせ済み）

　本日（11月２日）、この「使用済燃料の処分の方法」の記載内容の変更について、原

子力規制委員会より許可をいただきました。

  

　なお、本変更での設備の設計変更や改造工事等はありません。

　

以　上

添付資料：許可された申請の概要

 



許可された申請の概要

○本文第８号（使用済燃料の処分の方法）の記載内容の変更

○法改正の概要

添付資料

変更前 変更後

使用済燃料は，国内の再処理事業者において
再処理を行うことを原則とし，再処理される
までの間，適切に貯蔵・管理する。

使用済燃料は，原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法
律（以下「再処理等拠出金法」という。）に基づく拠出金の納付先である使
用済燃料再処理機構から受託した，原子炉等規制法に基づく指定を受けた国
内再処理事業者において再処理を行うことを原則とする。
再処理等拠出金法に基づき使用済燃料再処理機構に使用済燃料再処理等積立

金が引き渡されるまでの間又は拠出金を納付するまでの間は，当該積立金又
は拠出金に係る使用済燃料を適切に貯蔵・管理する。
また，使用済燃料再処理等積立金が引き渡され又は拠出金を納付した後で

あっても，再処理事業者に引き渡されるまでの間は，使用済燃料を適切に貯
蔵・管理する。

再処理の委託先の確定は，燃料の炉内装荷前
までに行い，政府の確認を受けることとする。
ただし，燃料の炉内装荷前までに使用済燃料

の貯蔵・管理について政府の確認を受けた場
合，再処理の委託先については，搬出前まで
に政府の確認を受けることとする。

（削除）

海外において，再処理を行う場合は，これに
よって得られるプルトニウムは国内に持ち帰
ることとする。
また，再処理によって得られるプルトニウム

を海外に移転しようとするときには，政府の
承認を受けることとする。

海外において再処理が行われる場合は，再処理等拠出金法の下で我が国が原
子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業者
において実施することとする。
海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に持ち帰ることとする。
また，再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しようとするとき

は，政府の承認を受けることとする。
ただし，上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には，平成

12年12月５日付けで許可を受けた記載を適用する。

・使用済燃料の再処理等事業に必要な資金を拠出金制度により安定的に確保
・再処理等事業を、引き続き着実かつ効率的に実施するための認可法人（使用済燃料再処理機構）の設立

各原子力事業者

事業指定を受けた
再処理事業者

（ 日本原燃㈱ )

資金管理法人 ※ 各原子力事業者

認可法人
（使用済燃料再処理機構）

事業指定を受けた
再処理事業者

（ 日本原燃㈱ )

積立

費用を支払い
（再処理を委託中）

払戻

＜法改正前＞ ＜法改正後＞

再処理等費用を拠出
（拠出を義務付け）

費用を支払い
（再処理等事業を委託）

○法改正前後の比較

※ 公益財団法人 原子力環境
整備促進・資金管理センター
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